
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とうとう展示も最終回、第 3 弾

の登場です。 

 

今回の展示・パンフレットは、

渾身の内容となっています。 

 

 

 憲法についての学び 
 

Vol.Ⅲ 

平成 29 年度「学生と札幌館が贈る資料展示」第１回-３ 

小学校での授業実践記

録です。授業案付きで

参考になりますよ。 

憲法解約、立件や裁判のニュースで、「い

やいや、その法律そういう趣旨じゃない

っしょ」と思ったことはありませんか。 

 

法律の文章は、特別な読み方が必要で

す。現代文を読むように読んでいては

「そんなはずでは・・」となりかねませ

ん。 

憲法改正、賛成・反対の前に、読み方の

コツ、ここで知っておきましょう。 

ぜひ、手に取って 

お読みください！ 



前回までは憲法について勉強していきましたが、今回からは現在議論を呼んでいる『憲法

改正』について少しばかり紹介していきます。安倍晋三内閣総理大臣が提案したことは、ニ

ュースでも大きく取り上げられ、皆さんも 1度は耳にしたことがあるかと思います。これに

ついて深く考えたことはありますか？ 今回はそんな『憲法改正』について少しでも興味を

持っていただけたらと思います。  

 

「憲法改正」と聞いて皆さんが最初に思い浮かべるのは第 9条について

でしょう。現行の憲法では第 1項で戦争の放棄、武力行使の禁止、第 2項

で戦力の不保持、交戦権の否定を定めています。それが自民党の改正草案

第 9 条第 1 項では戦争の放棄、「国際紛争を解決する手段」としての武力

の行使を禁止するよう変更されています。ここが言葉のトリックなのです

が、「国際紛争を解決する手段」以外の武力の行使は可能な訳です。 

また、現行第 2 項は削除され、改正草案第 9 条の 2 第 1 項では「国防

軍」の保持が示されています。 

第 9条だけでなく、第 96条の改正も注目されています。聞き慣れない第 96条は憲法改正

についての規定です。つまり、第 96条を用いて第 96条を改正しようとしているのです！内

容は、憲法改正の発議要件である「衆参各議院における総議員の 2/3以上の賛成で憲法改正

を国民に発議する」というものの「2/3以上」を「過半数」に変更するものです。 

 現行 自民党改正草案 

第
９
条 

 日本国民は、正義と秩序を基調と

する国際平和を誠実に希求し、国権

の発動たる戦争と、武力による威嚇

又は武力の行使は、国際紛争を解決

する手段としては、永久にこれを放

棄する。 

②前項の目的を達するため、陸海空

軍その他の戦力は、これを保持しな

い。国の交戦権は、これを認めな

い。 

日本国民は、正義と秩序を基調とする

国際平和を誠実に希求し、国権の発動と

しての戦争を放棄し、武力による威嚇及

び武力の行使は、国際紛争を解決する手

段としては用いない。 

②前項の規定は、自衛権の発動を妨げる

ものではない。 

 

※９条の２、３が新たに追加 

憲法改正を考える 

  



第
９
６
条 

(

改
正
後
１
０
０
条) 

 この憲法改正は、各議院の総議員

の三分の二以上の賛成で、国会が、

これを発議し、国民に提案してその

承認を経なければならない。この承

認には、特別の国民投票又は国会の

定める選挙の際行はれる投票におい

て、その過半数の賛成を必要とす

る。 

② （省略） 

 この憲法の改正は、衆議院又は参議院

の議員の発議により、両議院のそれぞれ

の総議員の過半数の賛成で国会が議決

し、国民に提案してその承認を得なけれ

ばならない。この承認には、法律の定め

るところにより行われる国民の投票に

おいて有効投票の過半数の賛成を必要

とする。 

② （省略） 

【参考文献】 

〇青井未帆ほか『改憲の何が問題か』岩波書店 2013 

 ○自民党 HP「日本国憲法改正草案」 URL：http://constitution.jimin.jp/draft/ 

 

〇憲法改正についての問題点として、このような意見もあります。 
 

憲法改正を考える時、それはどんな国際的・国内的な条件のもとでどんな政治勢力がどん

な意図で何をしようとしての改憲なのか、それを見極めた上で私たち一人ひとりが判断する

ことを求められている。その判断材料の参考としてあげられるものに、今回の改憲草案につ

いて見ていくと 3種類に分けていく見方がある。① これまで違憲とされてきたものが、憲

法解釈の程度の差として憲法の条文を根拠に行われてしまう可能性が否定出来ず、合憲・違

憲を論ずる際の基準のハードルが低くなってしまうこと。②現行憲法では原則に対してあく

までも『例外』として位置づけられていた事柄を原則と並ぶ取り扱いとして格上げし、条文

化しようとしていること ③現行憲法の原則そのものを否定し、他の原則と取り替えようと

する。 という 3 点を上げる。主に①については『天皇』を『元首』として憲法内に明記す

ることに加え第 9条問題について。②は『表現の自由』『政教分離』『労働基本法』にふりか

かる問題について。そして③においては、前文の書き換えや、憲法の尊重擁護義務、『公共

の福祉』から『交易及び公の秩序』への、変化についてを取り上げている。 

 

【参考文献】 

〇樋口陽一『いま、「憲法改正」をどう考えるか』岩波書店 2013 

 

 



 

 

 

  

ここまで、憲法について以前より学ぶことが出来たのではないでしょうか。こうした学びを、

ぜひ学校現場でも活用してほしいと思います。Vol.Ⅰの冒頭に述べたように、大学に入って初

めて憲法についての勉強をします。小・中・高の学校ではあまり憲法に関する教育がなされて

いないのが現状です。昨年、私たち法律学研究室では「人権についての教育」をテーマに小学

校で授業をしました。ここでは、その授業内容を写真等も交えて紹介していきたいと思います。 

 

この授業では、児童に楽しんでもら

いながら憲法の中の権利を知ってもら

うための授業づくりをしていきまし

た。ここでは自由権、選挙権、平等権、

教育を受ける権利を身近な例でクイズ

にして考えてもらうという形で進めて

います。 

 

授業の中心はクイズだったので子ど

もたちはとても楽しみながら参加して

くれました。今回は｢知ってもらう｣と

いうことを目標としていたので、これ

らの権利を実際に書き出してもらいま

した。このことで少しでも印象にのこ

り、憲法に興味を持ってもらえたかな

と思います。 

 

 

 

 

 

 

 

人権についての教育実践 

  



この授業では、身

近な生活にかかわ

る人権を題材に

し、〇×クイズを

しながら楽しく基

本的人権を学びま

した。あらかじめ

作っておいた○×

のふだを児童全員

分配り、一斉にふ

だを挙げるクイズ

を４問出題しまし

た。最後にワーク

シートを回収し、

授業の感想を見る

と「こんな身近な

ところに人権があ

るなんて知らなか

った。」「人権は大

事なんだなと思っ

た。」といった声が

ありました。 

  



この授業では、教育を受

ける権利について、子ども

たちと一緒に考えました。

柵の中で勉強しているバン

グラデシュの学校の写真を

見せ、教育を受けることが

できるというのは当たり前

のことではないということ

を伝えました。また、小学校

の教科書が 0 円だというこ

とを基に、日本では教育を

受ける権利が保障されてい

ることを確認しました。子

どもたちも真剣に授業に取

り組んでいたと思います。 

  



 

このように、私たちは３つのグループに分かれて指導案を考え、人権についての授業を実

践してみました。皆さんも機会があれば、憲法や法律に関する授業をぜひやってみてくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vol.Ⅰから連載を続けてきたこの企画も今回で最後になりました。皆さんがこれを機に少しで

も憲法や法律について興味をもっていただけたら幸いです。読んでくださり、ありがとうござ

いました！(Vol.Ⅲだけ読んだ方ぜひ全巻お読みください。笑) 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の図書館の資料展示では、菅

野ゼミ３年生の皆さんがご協力くだ

さいました。展示資料の選書と展示

POP 作成に加え、充実した内容の

パンフレット３部作も作っていただ

きました。紹介してくれた図書も、

パンフレットも、これから憲法の勉

強を始める人にはもちろん、小中学

校の先生になって授業をするとき、 

あるいは一社会人としての日々に、みんなの役に立つことと思い

ます。 

いそがしい中、ありがとうございました。 
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